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韓国に於ける港湾行政及び港湾開発
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1 .韓国港湾の発達過程

金 供基

（韓国・ソウノレ大学）

韓国は1910年8月29日，韓 ・日合邦条約により国権を喪失する乙とによっ

て韓国の海道は日本の海運に隷属し，統監時代より潰滅政策が進められ1912年

朝鮮郵船附設立，第2次世界大戦の時には国家総動員による戦時海運管理令

等でようやく命脈だけを維持してきた海運資本乃至海運企業さえも日本統制

下で徴発され， 2次大戦中K消滅或は日本港域に回航し8 15光復以後南韓

地域lと残っていた船は大部分が木造船であったのであるIll。

韓国港湾制度の前述特殊条件の下，第lk，歴史的条件は先進諸国の港湾建

設及び運営は民間企業の一部分として運輸事業と共に発展してきたが，韓国の

港湾は日本の大陸進出政策により国家が建設 ・運営する固有・国営の原!'llJIζ

立脚したものであった。

先進諸国lζ於いては港湾を独占し財閥を含めての鑑全な民間企業群が形成
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され，その集団が港湾運営の主体的役割を担当しているが，韓国の港湾で．はブ

jレジアジ的性格を帯び

されなかつた。

文，先進諸国の港湾は出発初期から企業原則による利潤追求が主な目標で

あるので公企業への転換が簡単であるが，韓国港湾は当初より公共性を強調過

ぎて企業性についての考慮、が全く欠如していたと見る乙とができる。第2Iζ， 

行政的条件としては先進諸国lζ於いては行政的ICは自治体制度がつとに完成

し，港湾自治に於いても其の公共特性lζ適合する PortAuthority 121制度

に発展したが，韓国では地方自治制度が港湾自治形態の PortAuthority 

制度に転換する乙とは困難である。

又，先進諸国の港湾制度は地方自治団体が其の主軸を形成しているが，韓

国lζ於いては地方自治団体はとのような役割を演じるのに未熟の状態にあ

る。

特iと港湾自治は個別港湾lζ於いて其の特性に調和できる運営制度の設定が

先決の問題であると言える。

韓国での近代的な港湾が発達したのは， 1876年日本と締結した丙子修好条

約以後の撃であって，釜山港が1876年に開港され，次いで元山港が1880年，

仁川港が1883年の順に開港される乙とによって遂げられたものと見る乙とが

できる。韓国は三面が海に包囲された半島国家で，海洋の湾曲が発達してお

り，水深も深くて港湾の開発iζ於いて有利な地理的条件を備えている海岸線

の総延長は16,856.7kmでtあり，乙の中で南韓全域が占める延長は 12,788.7

kmで， 全体の76%を占めている。地域別海岸の特徴を見れば東海岸は屈曲が

少なく，単調であり，ぷ打、水と深い水深を維持し海岸線の到る所iζ砂浜を

成している。干満の差は極めて少なし、が波浪は高く，海底の砂は常』ζ漂砂の移

動現象が甚しい。また，東海岸は南海岸IC比べて波浪花よる波力が大きいの

で外郭施設費がものすごく要る反面，海底地質が良好で，接岸施設費が比較

的K少なく，埋没量が少なくて維持後諜費が少なく要る。

西海岸は湾形成の屈曲が極めて甚しく水深が浅く，波浪は弱し、が海底地質は

泥土が深く堆積されているため，軟弱な地盤での接岸施設構築は工法iζ多くの
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問題を苧んでいる。

そのほか西海岸は干満の差が甚だしく仁川港と同様の問門式港湾の建設が

必要であり，階段式物揚場及び浮桟橋を利用する為，特殊施設の建設が要求

されるようになった。

南海岸の特性は東西海岸の中間型と言える。季節風の進入路である大海iζ

接しており台風が南海岸を通過する顕度が多いが，散在している多くの島艇に

より其の力が減少されるため，東海岸lζ比べて外郭施設費が少なくかかり ，海

底地盤は多少泥土質の発達した所があるが，一般的iζ岩盤の深度が浅く潮差

もまた少ない方で，接岸施設の築造が容易である。

ζのような各海岸の特殊性に応じて港湾開発は南海岸が比較的iζ早くスター

卜したとみる乙とができる。

近代の初期港湾建設の様相は施設の整備にあった。

乙のような整備は日常の戦争準備遂行と共に加速化された。

しかし， 8. 15解放後， 韓国港湾施設は其の半分ぐらいが既に老朽した旧

式施設で，それも 6. 25動乱により約45%の接岸施設と90%の陸上施設が破

壊され，港湾の機能は麻揮され引き続き政局の混乱期における港湾の投資は皆

無であり，港湾建設の空白期をもたらせた。動乱以後また政治的状況の混乱

が生じたが，政局が安定し港湾開発の基盤を造成するととになったのは一次

経済開発5カ年計画の社会間接部門として港湾開発計画をねる乙とによって

スター卜したが，乙の後にも継続的経済開発計ー固による港湾部門の投資が重要

な位置を占めてきたのである。 1966年を起点として1974年までの港湾開発を

港湾発展のための現代化の分岐点として韓国港湾発展の新紀元を回した。其

の後4次及び5次経済社会発展5カ年計画 (1977～1986年）により世界的水

準にまで向上し，現在全国の海運港湾現況は次の通りである。
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表2 全国港湾船舶（入）出港実績
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（資料）韓国港湾協会誌 「港湾」 1986il.6月号
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2 .韓国に於ける海運港湾行政
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3次IC§る経済開発計画期間中成功的な経済発展の成果に基づいて政治

経済，社会等各部門での和が政府と国民が一致し努力した結果 T 飛躍的な発

展lζより，国力培養の加速化をもたらした。其の中で海運港湾も一つの重要

な部門を占めるようになった。

行政は選択であり，選択の如何によって行政は政策を転換する乙とができ

る。行政機能を通しての港湾機能への国家介入は港湾経済IC於いて不可欠の

ものである（3)0 また近代的民主社会の有機的結合なくしては港湾機能の近代

化は望められない。

したがって，国家の自立課題である輸出立固に対応した海運立国の意志を

実現する為の韓国海運振興は自国船による輸出入商品の適宜運送と海運を通し

ての海外市場の多様化によって，我が商品の国際競争力を強化すべきであると

言う意味に於いて海運振興の当為性と使命はもっと重要であり，切実に要請

された。また海運の発展iと伴いζれに少からず重要な事は港湾の発展である。

ζのためには港湾の開発・拡充と共に効率的な港湾の管理運営が中要であ

り，港湾管理は社会科学的接近にある総合的性格を帯びる141。政府は乙のため

にその閉経済規模即ち物動量の急速な増加に対応した新たな港湾需要lζ備え

て継続して港湾を建設し，あるいは整備・拡充してきた。港湾を開発するの

に長期間の時臼が要求されるばかりでなく莫大な財源がいるので，乙れの検

進においては港湾それ自体だけでなく背後の関連経済条件も総合的に151判断

するための妥当性，調査の実施等事前iと慎重な検討をしてきた。韓国の如き立

場よりみれば，海上物動量の急激な増加に伴う港湾開発は必然的な現象であ

る。

港湾建設において港湾構造の決定は海上輸送制度が急速に変化発展するに伴

い，港湾施設規模及び形態も世界の港湾発展趨勢の変化iζ伴い適応してし、かな

ければならないのである。海運港湾庁では先進する港湾建設の標語をかかげ

で港湾は船舶が適宜に安全に出入港し，港湾で貨物を湯積し必要な Ser-

viceを提供できるようにするためには未来指向的161な港湾管理・運営主体
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の効率的な港湾政策と港湾行政が必要であった。

ζのために諸国は自己の実情lζ適する港湾行政の運営形態を採用しており，

韓国の場合は中央政府が港湾施設の管理 ・運営を担当し Service部門は

私企業が遂行するが，政府は公共性のため各種法令lとより間接的lζ規制・ 調

整している。

また効率的な港湾行政の運営は管理運営体制に劣らず重要な事であって，

埠頭の主要機能・施設である上匡荷役装備等運営施設の現代化と共lζ ヨーロッ

パ及びアメ リカ等先進諸国の新たな港湾運営情報を導入し， 韓国の港湾行政運

営の実情に適合するように施行している。

乙れによって政府は既に釜山港，仁川港，墨湖港，群山港等主要開発港湾

i乙 Container装備等主要装備を現代化し，埠頭運営方式においても78年9

月に第1段階開発事業の竣工による釜山港は，韓国で最初に指定荷役会社制度

( Terminal operation company System ）による埠頭の物量別，機能別に

荷役作業を直接責任を負って遂行する現代的な港湾荷役方式を採択したので

あり ，今後乙の成果をみて他の港湾lとも拡大実施する予定である。

とればかりでなく，先進港湾の情報のために既に先進港湾と韓国の主要港

湾との姉妹血縁を通して相互の情報を交換しており ，新たな技術を習得するた

め港湾運営要員を先進国の港湾に数回にわたり派遣し訓練を行っており，今後

も引き続き行うつもりである。

前述韓国海運港湾管理につき概括的に考察した通り，海運港湾の重要性の

役割は今後もっと増大するだろうし，乙れによって海運港湾行政の強化も必

然的な現象で，海運港湾庁の創設の所以もと ζにある。

今まで港湾計画に対する認識は主に港湾の物理的施設の投資に傾いていた

ため，港湾運営及び管理の重要性が相対的に等問視された。

もし港湾施設に対する投資財源が無限であるとすれば，継続的施設投資が

可能である。しかし投資財源、が限定されているので，優先順位が高い事業に追

われて多少混雑現象を示すとしても，既存施設の効率的な運営管理が必然的で

ある。したがって，合理的な港湾運嘗管理体系を確立する乙とKよって大規模

の新規施設投資がなくても港湾機能を円滑に遂行できる方案を講築すべきで
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ある。

乙の運営管理は行政的な側面と技術的な側面より考えられるが，前者は海

運港湾庁の主機能として船舶及び港湾関連業界の行財政的支援，港湾運営管

理要員の教育訓練，適正料率の策定，港湾施設の効率的利用，誘導，各種関

連法規の整備等が含まれ，後者は船舶の種類及び形態の技術的変化，貨物輸

送及び荷役方法の改善等が含まれている。

乙のように施設投資以外の運営管理的な側面を改善する乙とによって，港

湾機能を拡充できる効果を図るべきである。

海運港湾庁の発展過程は次の通りである。

1952年11月10日大統領令第726号により大統領直属審議機関である海事委

員会を発足し，国家の海運政策がその方向lζ求援するようにみえたが，政府

の海運政策を具体的な海運補助政策に したがって具現できなかった。

1955年2月17日に海務庁を創設し圏内通商補助手段として運輸行政に転換

した。しかし1961年10月2日「 5. 16革命政府Jの第11次機構改革によって

海務庁が解体し，海事行政は多元化したが， ζれは海運，造船，港湾の独自的

成長を期するものであった。

海運局と施設局の標識課は交通部K，海運局の造船課は商工部lζ，施設局

は建設部に，水産局は農林部lζ，海洋警察隊は内務部にそれぞれ分散移管し

fこ。

1967年I月31日海運振興法を制定し， 1967年2月28日法律第189号により

公布した。

乙の海運振興法は， 1959年3月より実施してきた自国貨自国船主義である

ウェイパ一法（waiver)171制度を主内容として国内海運を振興させるためのも

ので，外航政策を度外視した内航政策の実現である。

すなわち海運振興法の制定を対外貿易の補助手段としての転換を意味する

一歩前進したものであるが，反面，独自的海運発展を意味するものであると

すれば，後退を意味するものであると言える。

乙のような渦中の下K，造船産業は造船産業なりに1973年第l次石油波動

の前後まで独自的な輸出産業iζ開発された。
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乙のような状況の下IC.,1976年3月13日港湾庁が交通部の外庁として発足

するととによって海運行政と港湾行政が一元化した。

次いで， 1977年12月港湾庁が海運港湾庁に改称され，現在K至っている。

3.海運港湾行政の電算化

行政の電算化は行政の科学化のためのものであって，行政情報の生産と伝達

及び管理を効率的に遂行する方法であると言える。

組織の沿革

1976年3月，海運港湾庁発足の時， 電算担当官室の設置。

1976年7月，海運港湾業務電算化の妥当性調査。

1970年2月，政府行政電算化基本計闘に船員，船舶，港湾企業会計業務を

含む。

1981年1月，コンピュータ一機種選定及び港湾統計開発用役（KAIST)

1983年5月，電算化設置（NEC250/60 1基， NEC100/85 3基）

1984年6月，資料入力開始，船員資料。

1985年4月，釜山，仁川庁電算機設置（NEC150/75 各 I基）

1985年12月，馬山，木浦庁電算機設置（NEC150/75及びNEC100/ 

85〕

電算化目標及び基本方向

行政電算化目標は（~）事務の自動化を推進し行政情報網を構成し迅速な行政

処理を可能にするのは勿論，情報資料の共同活用体制を構築する乙とによっ

て行政の信頼性を確保し奉仕行政を積極化する。

そして電算化の基本方向は行政業務の電算化基本計画にしたがって自治体要

員により段階的に業務を開発し， 専門性を高度の技術を必要とする業務は専門

機闘に用役・依頼するようにし，中央集中処理方式（OFF-LINE）を

現地即時処理方式 CON-LINEREAL TIME) IC発展する。
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業務開発の効果

243 

①丸善大な資料を効果的に維持管理する乙とによって火災，紛失等の災難の

予防と能率的な中央集中管理が可能になる。

②地方庁のあらゆる所で，請願業務を即時処理する ζとができ，正確な資

料を迅速に提供できる。

①正確な統計を作成し，手作業によっては作成不可能な各種情報資料を生産

する乙とによって多様な政策資料を提供できる。

④俗造，変造等不法行為及び不条理発生を事前lζ予防する乙とができ，行

政の信頼度向上IL寄与できる。

①資料の生産の増加にしたがって，事務費増の要因を顕著K吸収できるの

で予算節約に寄与できる。

業務開発の実績

1985年12月現在までの業務開発実績，船員管理，船舶管理，港湾統計其の

他の順lζ記述すると次の通りである。

船員管理： 1982年1月に新規船員手帖発給者に新手帖番号を賦与する乙と

によって全地方処理手帖番号の統ーを期すると共に，検証番号をあたえる乙と

によって俗造船員手帖を早期発見できるようlとした。そして1983年4月に約

13万名分の既存船員手帖所持者の手帖番号を新番号に全部更新し，1983年11

月に船員手帖交付申請書等10種を電算書式lζ代替施行し， 1984年6月，船員

iζ関する電算資料入力を開始した。

1984年6月，海技士免許交付申請書等4種を電算書式iζ代替施行し， 1985

年2月には海技士lζ関する資料入力を開始した。

とのように業務開発の結果，船員』ζ対する手帖交付事項，乗船経歴，海技

士免許交付事項等の照会が可能であり，釜山，仁川地方処はオンラインを開

始する ζとによって現地で直接資料の照会が可能になった。 (1985年12月

1,132,000余件の資料入力）

船員管理 ：1984年5月，地方庁登録船舶を全部調査し，同年7月，登録船

舶に新番号を賦与し全地方庁登録船舶番号の統ーをする乙とができ，検証番
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号を賦与し偽造船般番号索出及び船績港移動時の追跡が可能になった。そし

て同年10月， 番号交換船舶の登録事項を入力開始し， 1985年1月，船舶登録

申請書等9種を電算書式IC代替施行し，同年9月船舶登録申請書等電算書式

入力を開始した。 (1985年12月，20.000余件の船舶諸元入力）。

1985年12月現在，登録船舶管理業務

Master Fileを構築し統計作成プログラム開発等を完了し，運般免許管理

のための電算書式は1986年3月から施行予定である。

港湾統計 ：1982年7月，圏内 1. 2種港湾lζ対するコードを設計施行し，

1983年5月には旅客船輸送実績を電算処理し，同年10月，海運業界コードを

設計施行した。次いで1984年5月，船舶入出港申告書等2種を電算書式IC代

替使用 し，同年10月， 貨物品目の再分類及びコード化を施行し同年7月， 一

般貨物搬出入申告書等2種を電算書式によって施行した。

また， 1985年l月より統計資料の入力を開始，船舶入出港統計，港湾別貨

物入出港統計，航路別貨物及び船舶入出港統計，国家別貨物輸送実績，内航

船舶及び貨物入出港実績等統計を生産中である。

そのほか外航船舶運航動静把握，貨物輸送実績統計作成，給与計算，歳出

予算再配分，船員職業生活意識構造設問書分析等，海運港湾行政業務を電算

開発し業務lζ適用している。

4.情報管理体制の確立

現代は国際性が日齢、時代である海運も海外の各種情報を迅速に収集し判断

しなければならない。

したがって，港湾運営の生産性増大は港湾情報管理体制の確立と不可欠の関

係にある。（9)

港湾の生産性は現代化された港湾施設の勅率的かっ経済的な管理運営iζよ

り左右され，乙のような管理能力を後押しする乙とが港湾情報管理体制であ

るからである。港湾情報管理体制（PortManagement Information System 

PORTMIS）を要約すると， 『港湾施設の効率的な管理運営のため港湾管埋
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機能を構成する組織と業務間必要な情報（船舶情報， 貨物情報，港湾施設情

報）は迅速Eつ体系的lζ伝達処理する情報システム』であると言える。

乙のような体系が確立すれば港湾管理者は入出港船舶の動静管理，船座状

況及び貨物流通過程を迅速に把握できるばかりでなく，現在港湾施設がどの

水準で活用されているかを匂分析する乙とによって将来，開発需要の測定を可

能にする。海運港湾庁は具体的な推進計画として1986年～1988年期間を

「PORTMIS基盤造成J時期lζ定め，圏内研究機関と先進国の専門用役

業界と合同Kよって用役を実施，現港湾運営体制lζ対する全般的な診断評価

及び先進港湾の情報管理技法を比較 ・分析し計画している。

複合一貫輸送体制の確立

複合一貫輸送体制（Intermodal Transport System ）とは『 2以上の

ほかの輸送手段を有機的に結合し，荷主の門前で受荷人の門前まで一貫的に

輸送することによって全輸送区間の責任と運貨の一貫性を維持する輸送体制」

であって，国民経済的視点では総輸送費用を最小化し， Serviceを極大化

する総合最適輸送システムであると言える。

乙のような視点から港湾を海上輸送手段との ConnectingPointと言

う側面でだけでなく， 複合運送体系上陸口での始発点、と言う側面より考察する

乙とによって，総経済的な視角から各輸送手段内の連繋性と補完性を知何le適

切に配合するかと言う案を模索する必要性がある。ω

釜山港の3段階事業は乙のような連繋輸送体制を構築する好機会となり，

BCTOCと貨物墓地を連繋運営する方案が慎重に検討されなければならな

い。韓国で輸出入するコンテナ貨物の約30%がソウノレ／釜山間輸送されるに

もかかわらず，京仁地域lζ適当な InlandDepot施設がないので釜山地

域 CYK貨物が長期間放置される非効率性がもたらされている。乙のよ

うな現状は釜山港の立地条件に港湾背後地が不足している実情を考える時，

至急解決されるべき課題である。 したがって京仁地域貨物が釜山花荷役され

た後には直ぐ鉄道または道路に輸送，釜山ターミナJレで装置，通関後，荷主iζ

引渡される一貫輸送体制がBCTOC／釜山ター ミナノレの連繋運営の視点よ
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り，考慮されなければならない。

乙のような連繋運営体制が確立されれは＼海運港湾庁は釜山ターミ ナJレを港

湾施設の延長と して活用する乙とによってコンテナ貨物の迅速な流通及び施

設投資費用節減を期する乙とができ，鉄道庁の鉄道輸送分担率を高める乙とに

よって輸入の増大を図る乙とができ，国民経済的側面においては，貨主の二

重費用節減と高速道路交通渋滞及び道路維持補修費節減を期待する乙とがで

きる。

国際複合運送に対する対応

国際貨物流通K関連している企業は以上の如き環境の下，どうしても市場

iζ適合する複合運送サービスを開発し其のシステムを商品化して行かなけれ

ばならない。

(1) 経営の姿勢

総合流通企画を目標として業種を超越した国際複合運送業者と しての姿勢

が要請される。門前／門前聞の流通システムを最も合理的に市場lζ適合する

ように改革して行く姿勢が必要である。

(2) 大規模経営

Container Operator l乙特に指摘しておきたいζとは大量集貨，大量輸

送の重要性をとりあげるζとができる。

大量集貨と大量輸送は， container船の大型化，ターミナルと dopot,con-

tainerの稼動率向上とコスト節減をもたらす。

大量取扱いは内陸輸送の volumerateの確保と管理費の削減K直結する

からである。

運営規模を大きくする乙とは低コス ト実現の前提になる。

(3) 流通関連情報の蒐集と管理

各地域別輸送機関と其の料金，諸費用，輸送条件，制限，関税，其の他の

法規則等の流通情報を重点的且つ組織的に蒐集 ・管理し，自社セイノレスマンと

荷主の相談に応じる体制が必要である。

(4) 流通業務の専門家養成
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海陸空の流通専門コンサルタン卜を養成しなければならない。

(5) 複合運送ネットワークの構築

各方面別に自営，あるいは協業を通して最も迅速Eつ低廉な doorto door 

のJレートを維持できる組織網の確立が必要である。

(6) コンビューターネットワークの構築

コンビューターシステムはどζまでも流通システムを支援するにすぎず，

システムそれ自体ではない。

しかし， 規模とネッ トワークが拡大するにつれて乙のコンテナシステ

ムは営業と管埋の両面から威力を発揮するものである。

5.広域開発計画の必要性

広域開発計画の必要性は港湾の開発計画を樹立する場合，其の規模の決定

に最も基礎的な作業であると言えるのは，海上物動量に対する予測lとしてその

期間は10年～20年l乙設定するのが一般的である。

しかし予測した物動量により10年或は20年後を目標年度とする開発規模を

設定する場合，其の後の規模を予測しない。中期的計画にならざるを得ず，

急速な物動量の増加に伴いやむをえず新たな計画を樹立する乙とによって莫

大な経済的，時間的損失をもたらす例を多く見る ζとができる。そればかり

でなく確定した港湾開発計画を土台と して隣近地域iζ工業団地及び住居地が

既に開発されている場合，新たな港湾拡張lj-j-画は困難IC:陥いる乙とになる。

即ち港湾開発に適切な立地条件が既に他の目的K利用されてしまったのであ

る。諸側面の展望を通してわれわれは広域開発計画の樹立が国家の百年大計

として不可欠な要素である乙とを知る乙とができる0(11)

既ち，自然、郎］IC賦与された良好な港湾立地条件を有効に適切に活用するた

めに既存港湾を中心として立地条件，背後都市，勢力圏，輸送条件，及び隣

近港との関係等を考応、しなければならない必要性が切実である。

港湾の広域開発計画樹立事例は，世界的lζ海運が発達した国家の場合を見る

と，以前から港湾開発に努力し天恵の立地条件を活用，大規模の良港を発展
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させてきた。

乙れら先進国は，既lと以前から既存港湾に対する広域的開発計画及び整備計

画を樹立する乙とによって増加する港湾需要iζ対応し容易に港湾施設を拡張

している。例えば日本の場合，1967年，東東湾と大阪湾の規模を見ると， 6

港湾（木更津港，千葉港，東京港，川崎港，横浜港，横須賀港等）海岸線の

長さ約160km!L亘る広大な区域を港湾用地，工業用地，都市再開発用地等lζ

区分し総合的計画を立てたのであった。

乙のように広域開発計画は国家先進化及び海運においての国家百年計画の

ための作業として看過できない重要性をもっている。したがって既存港湾

（釜山港，蔚山港， 浦項港，馬山港，麗水光陽港，木浦港，群山港，済州

港等）を中心とする港湾広域開発計画が至急樹立されるべきであり，港湾

背後地の都市計画樹立においては港湾開発計画が優先的κ充分に考慮され

るべきである。三港三湾経済は国際性と規模の主主大性とくに国民経済的次

元で政府が介入し円総合的計画が樹立される必要があると言うべきであ

る。

港湾の長期開発展望は韓国の海上物動量の推移をみると， 1985年lとは施設

所要貨物量が， 137百万トン， 1986年Kは， 155百トン， 1991年には， 230

百万トン， 2001年には380百万トンに予測され， 1985年に比し約 3倍程度増

加する展望であり，施設拡張可能能力を考慮しでも施設の不足がもっと深

化する現象を示している。

したがって釜山，仁川，蔚山，木浦，済州港をはじめとする既存主要港湾

は港湾需要にしたがって開発限界まで拡張し，其の他の港に対しでも貨物量

の増加，地域住民の便宜，漁業支援，観光開発等必要に応じて継続的に開発

投資を施行すべきであり，乙のほか既存港湾の機能施設の拡充と既存施設の

改良を通して港湾運営効率の向上と現代化を図るべきである。 1991年続国の

港湾需要は3億トンを超え現在の約1.6倍になると推定される。したがって，

1990年代港湾需要と将来，対中共との交易可能性lζ備えて国際的規模の新港

湾開発の必要ー性が漸次台頭している。

海運港湾庁では， 2001年lζ物動量380百万トンを処理するため既存港湾の
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開発限界点まで最大限拡張しでも約38百万 トン処理の港湾施設が不足するの

を考慮し，新港湾立地決定調査を光陽，群山（古群山島），安井，木浦，落

東，江口等6地域に対し調査中である。

港湾は国際交易の関門であり，また産業及び経済活動の基地としての役割

は国家発展に至大な影響を及ぼすので，将来港湾開発は海上輸送手段の発展及

びほかの内陸交通手段と並んで連繋発展させて行かなければならず， 1980年

代， 1990年代，新港湾建設のための今後国内外経済条件変化と国際情勢に対

応できる具体的な基本計画を樹立しなければならない。

注（1）金 在河 ：「韓国海運 ・港湾の政策論的考察J 『韓国港湾経済学会 ：Nu

2 J. 1985. p.1910 

(2）北見俊郎：『都市と港』同文館.1976, pp.238～239。

Brysson cunninghan. port Administration and operation, (Chapman 

& Hall, Ltd). 1925, pp.30～39. 

(3)Johon Rowse “solving the Generalized Transportation problem". 

vol. 11. 1981. pp.119～127. 

(4) J. G. Baudelaive. Port Administration, vol. 1.11. delft. Net-

herland, 1976. pp. 1～95参照。

(5)W. Alonson・Locationtheory, in Regional Development and plann-
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